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研究ノート

学校評価をめぐる政策と研究動向

─第三者評価の機能に着目して─

小　驂　雅　子※※

The policy and research trend of School Evaluation:
Focusing on the Function of Third-Party Evaluation

Masako KOYANAGI

本稿は，現在，学校改善のための方策として取り組まれている学校評価に
ついて，とりわけ第三者評価の機能に着目してこれを検討することを目的と
し，学校評価をめぐる政策とともに学校評価の研究動向を捉えることによっ
て，学校改善と第三者評価に関わる論点等について提示することを試みた。
結論：第三者評価に求められている主な機能は「評価」と「助言」であり，
前者についてはその「専門性」と「第三者性」が，後者については「専門性」
が希求されていると言える。現在，学校組織内外の変化とそれに伴う学校評
価機能が拡大する中，評価の専門性と第三者性，専門的な助言機能が学校改
善につながる可能性があるという意味では，重要性を帯びるものの，第三者
評価が学校改善にどう資するかを考える際，第三者評価の機能と共にそれが
果たしうる「学校改善」が一体何を指すのかを明確にすることが重要となる。

１．はじめに

本稿は，現在，学校改善のための一方策として取り組まれている学校評価につ

いて，とりわけ第三者評価の機能に着目してこれを検討することを目的とする。

そこで以下，①学校評価をめぐる政策を概括，その特徴を把握し，あわせて②学

校評価の研究動向を捉えることによって，わが国における近年の学校評価にかか

わる議論を踏まえた上で，③学校改善と第三者評価に関わる論点等について提示

することを試みたい。
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２．学校評価をめぐる政策

（１）学校評価政策のながれ─学校評価にかかわる答申・施策等から

まず学校評価にかかわる政策の大きな流れを把握するため，これに関連する主

な答申や法改正等を表１にまとめた。
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年 学校評価にかかわる法令・答申・会議等
H10年 中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」
H12年 教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方

について」
教育改革国民会議報告「教育を変える17の提案」

H13年 「21世紀教育新生プラン」
H14年 中央教育審議会答申「今後の教育免許制度の在り方について」

小学校・中学校設置基準の新設，幼稚園・高等学校設置基準の一部改正
学校の評価システムの確立に関する調査研究

H15年 学校の評価システムの確立に関する調査研究
H16年 学校の評価システムの確立に関する調査研究
H17年 規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第１次答

申（追加答申）」
経済財政諮問会議「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」
中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」
規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答
申」
学校評価システム研究会発足

H18年 「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」策定
規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進３ヶ年計画（再改定）」
規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進のための重点検討
事項に関する中間答申」
規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答
申」
学校評価の推進に関する調査研究協力者会議
学校の第三者評価に関する実践研究
第三者評価に関する調査委嘱研究
学校評価ガイドラインに基づく評価実践研究

H19年 中教審答申「教育基本法の改正を受けて緊急に必要とされる教育制度の改正
について」
学校評価の推進に関する調査研究協力者会議「学校評価の在り方と今後の推
進方策について中間取りまとめ」

表１．学校評価にかかわる主な答申等一覧



周知の通り，1990年代後半から始まる地方分権・規制緩和の潮流は，教育の分

野にも多くの影響を与えており，それは学校評価も例外ではない。近年の教育改

革は「社会運営システムの改革と重なる４つの基軸，すなわち「地方分権」「規制

緩和」とその実質を保障する「公開」「参加」をもって展開」され，評価システム

は「この展開過程において，その組織や行為主体の責任や自律性を問う手段」と

して導入されてきた(1)。

近年の学校評価政策は，「目標管理型であり，資源配分の材料となる方向性で制

度設計」が企図されてきたが，そこには，経済財政諮問会議や教育改革国民会議
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学校教育法・学校教育法施行規則改正
学校の第三者評価に関する実践研究「学校の第三者評価の施行について（報
告書）」
教育再生会議「社会総がかりで教育再生を～学校，家庭，地域，企業，団体，
メディア，行政が一体となって，全ての子供のために公教育を再生する～
第三次報告」
学校の第三者評価に関する実践研究
第三者評価に関する調査委嘱研究

H20年 「学校評価ガイドライン（改訂）」
教育振興基本計画

H21年 学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研究協力者会議設置
第三者評価ガイドラインの策定に向けた調査研究
学校評価・情報提供の充実・改善等のための実践研究
学校の第三者評価の評価手法等に関する調査研究

H22年 「学校の第三者評価ガイドラインに盛り込むべき事項等について（報告）」
「学校評価ガイドライン（改訂）」
学校評価・情報提供の充実・改善等に向けた取組事業
学校評価の評価手法等に関する調査研究事業
学校評価推進協議会

H23年 学校運営協議会委員・学校関係者評価委員研究協議会
学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議　学校評価の在り方
に関するワーキンググループ設置
「地域とともにある学校づくり」推進協議会
学校評価・情報提供の充実・改善等に向けた取組事業
教育委員会における学校評価の取組事例

H24年 学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議　学校評価の在り方
に関するワーキンググループ「地域とともにある学校づくりと実効性の高い
学校評価の推進について（報告）」
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等，これまで教育政策の方針決定において，中核的な位置を占めてきた文部科学

省以外の，外部からの提言が大きく影響している。当初，学校関係者評価と第三

者評価を含み込んだ概念として用いられてきた「外部評価」には特にそれが強く，

文科省が構想する自己評価を中心とした制度整備に対し，評価を充実するものと

して外部評価の必要性が唱えられていた。ただ，現時点で学校評価は「公的サー

ビスの提供に必要なコスト」を圧縮する手段というよりは「学校の情報を公開さ

せ，学校の運営状況を評価することで規律付ける」ための，あるいは学校改善の

ための手段として位置づいており(2)，さらに，学校・家庭・地域の連携による新

しい学校づくりという目的を持つ他政策との連関した取組が進められている(3)。

以上のような議論・経緯を経ながら，平成14年，小学校設置基準等において，

各学校は自己評価の実施と結果の公表に努めることとされ（第２条），保護者等に

対する情報提供については積極的にこれを行うこととされた（第３条）。また，平

成19年の学校教育法改正によって，学校評価の根拠規定が新設（第42条／第43条）

され，同年の学校教育法施行規則改正により，自己評価の実施・公表（第66条），

保護者などの学校関係者による評価の実施・公表（第67条），設置者に対する自

己評価結果・学校関係者評価結果の報告（第68条）に関する規定が設けられた。

以降も，文部科学省では現場での取組を推進するべく，調査研究や協力者会議

などを催し，平成18年に策定された学校評価ガイドラインを改訂（平成20年／平

成22年）する等の取組を実施している。以下ではこの「学校評価ガイドライン

（平成22年改訂版）」に示されている，学校評価の目的や方法，評価項目等につい

て，みていくこととする(4)。

（２）学校評価ガイドライン策定と改訂の経緯

学校評価の目的，方法，評価項目・指標，結果の公表方法など，現在学校評価

を進める上で目安となる事項が示されている「学校評価ガイドライン」は，①平

成14年に小学校設置基準等において自己評価の努力規定が盛り込まれたこと，ま

た②同年から平成16年にかけて実施された「学校の評価システムの確立に関する

調査研究」の成果，そして③平成17年６月に閣議決定された「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針2005」，同年12月の中央教育審議会答申「新しい時代の

義務教育を創造する」において，学校評価の取組をさらに充実させるために，ガ

イドライン策定の必要性が指摘されたことなどを踏まえて，平成18年３月に制定



された(5)。本ガイドラインは，策定当時，既に各都道府県，政令指定都市が策定

していた学校評価の指針，ガイドライン，手引き書等を参照し，多くの地域で共

通する考え方や先進的な考え方で，他の地域でも実践しうるものを集約したもの

である。

その後，平成19年６月の学校教育法の一部改正，同年10月の学校教育法施行規

則の一部改正を受け，「学校評価の推進に関する調査研究協力者会議」における議

論を経，本ガイドラインは改訂された（平成20年改訂）(6)。その際，今後さらに検

討を深めることとしていた第三者評価を活用した学校評価の在り方について，平

成21年に設置された「学校の第三者評価のガイドラインの策定等に関する調査研

究協力者会議」より取りまとめられた「学校の第三者評価のガイドラインに盛り込

むべき事項等について（報告）」の趣旨を踏まえて改訂された（平成22年改訂）(7)。

平成20年の改訂においては，法令の改正を踏まえて幾つかの点が強調された

（平成18年版の骨格には大きな変更なし）。すなわち，①新たに高等学校をガイド

ラインの対象に加え，幼稚園を除く初等中等教育段階の全ての学校種を対象とす

るものとしたこと(8)，②学校の事務負担の軽減を図ると共に，取組の実効性が高

まるように改めたこと，③保護者による評価と積極的な情報提供の重要性，及び

それらを通じた学校・家庭・地域の連携協力の促進を強調したこと，④学校評価

の結果を設置者に報告することにより，設置者がこれに対して人事・予算上の支

援・改善策を講じることの重要性を強調したことである。平成22年の改訂におい

ては，学校の第三者評価に関わる内容の追加が行われた。以下，平成22年改訂版

について，第三者評価を中心にみていくこととする。

３．学校評価ガイドライン（平成22年改訂）の概要─第三者評価の機能に着目して

（１）学校評価の目的

「学校評価ガイドライン（平成22年度版）」は，１．学校評価の目的，定義と流

れ，２．学校評価の実施・公表，３．積極的な情報提供，４．高等学校，特別支

援学校の特性と，巻末の参考資料から構成されている。そこでは，学校評価の目

的は，大きく３つに整理されている（表２）。
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（２）学校評価の三形態

ガイドラインは法令の規定を踏まえ，学校評価の実施手法を，①自己評価，

②学校関係者評価，③第三者評価の三形態とし，自己評価（及び外部アンケート

等(9)とその結果について評価する学校関係者評価の実施と，それらの結果の公表

が，学校における学校評価を進める上での基本とした上で，これらに加えて，第

三者評価を導入し，学校評価全体の充実を図ることが有効であるとする（表３）。
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①各学校が，自らの教育活動その他の学校運営について，目指すべき目標を設定し，そ
の達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価することにより，
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②各学校が，自己評価及び保護者など学校関係者等による評価の実施とその結果の公
表・説明により，適切に
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③各学校の設置者等が，学校評価の結果に応じて，学校に対する支援や条件整備等の改
善措置を講じることにより，
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表２：学校評価の目的（平成22年度版　２頁）

定　　　義 ポイントと留意点
○学校評価の最も基本となるもの。
○校長のリーダーシップの下で，全教職員が
参加。
○重点化された具体的な目標設定とそれに基づ
く評価，評価結果に基づく改善方策の立案が
重要
○評価委員会等(10)が，その学校の教育活動の観
察や意見交換等を通じ，自己評価の結果につ
いて評価することを基本として行う。
○自己評価と学校関係者評価は，学校運営の改
善を図る上で不可欠のものとして，有機的・
一体的に位置付ける。
○自己評価の客観性・透明性を高める。
○学校・家庭・地域を結ぶ「コミュニケーショ
ン・ツール」として活用を図る事が重要。
○外部アンケート等の実施で代えることは適当
ではない。

表３：学校評価の３形態（平成22年度版　３－４. 10. 18. 28頁より抜粋）

各学校の教職員が行う
評価

自 己 評 価

学校関係者
評　　　価

保護者，地域住民等の学
校関係者などにより構成
された評価委員会等が，
自己評価の結果について
評価することを基本とし
て行う評価



さらに，自己評価および学校関係者の評価結果の公表・説明と，設置者への報

告と支援・改善を併せ，学校評価結果を，より学校改善へとつなげることが示唆

されている。前者については，①結果と併せて今後の改善方策を公表し，保護

者・地域からの理解と連携を促す工夫が重要であること，②公表にあたっては広

く一般の保護者が知ることが出来る方法で，明示して行うことが重要であるとさ

れている。後者については，①設置者が学校から提出を受けた評価結果を踏まえ，

予算措置等の学校の支援・改善を実施すること，②学校評価に関する教職員の研

修や，学校関係者評価の評価者の研修の充実がポイントとして指摘されている。

また，学校関係者評価を充実させる方策として，学校に関する基礎的情報を含む

必要な情報が提供される必要性が指摘され，同時にそれは，保護者や地域住民等

の理解や支援を得ることができる絶好の機会であるとしている。

（３）ガイドラインに見る第三者評価の機能

既述のように平成22年改訂の大きな変化は，第三者評価に関わる内容の追加を

行ったことである。そこで以下，第三者評価の概要についてみていく（表４）。

平成22年度版ガイドライン内で示されている「学校評価により期待される取組

と効果」によれば，第三者評価にはその取組を通じ，①学校が自らの状況を客観

的に見ることが出来る，②専門的分析と助言により改善方策が明確となる，③学

校運営が適切になされているかどうかが確認され，活性化や信頼される学校づく
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○評価者の主体的・能動的な評価活動が重要で
ある。
○学校とその設置者が実施者となり，学校運営
に関する外部の専門家を中心とした評価者に
より，専門的視点から評価を行う。
○実施者の責任の下で，第三者評価が必要であ
ると判断した場合に行うものであり，法令上，
実施義務や実施の努力義務を課すものでは
ない。
○学校の優れた取組や今後の学校運営の改善に
つなげるための課題や改善の方向性等を提示
する。
○地域や学校の実状等に応じて柔軟な実施体制
を敷く。

第三者評価

学校とその設置者が実施
者となり，学校運営に関
する外部の専門家を中心
とした評価者により，自
己評価や学校関係者評価
の実施状況も踏まえつ
つ，教育活動その他の
学校運営の状況について
専門的視点から行う評価



りにつながる等の効果が期待されている。一方，「学校運営の質を確認する」取組

ともされている。それ故，専門性を有するものによる専門的視点からの評価と，

各学校と直接の関係を有しないものによる異なる立場からの評価をその特性（表

４）とし，学校運営に関する

外部の専門家を中心とした評価者が適切とされている。これらから，第三者評

価に求められている主な機能は「評価」と「助言」であり，前者についてはその

「専門性」と「第三者性」が，後者については「専門性」が希求されていると言え

る。なお，現時点で，第三者評価に法的義務はなく，実施者（学校とその設置者）

の責任の下，必要であると判断した場合に行うこととされている。第三者評価に

おける実施者の役割は大きく，前述の実施の判断のみならず，評価項目・実施方

法を定めることや，どこまで専門的助言を得るかの判断を行うことなどがその役

割として示されている。
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○
─
学
─
校
─
運
─
営
─
の
─
質
─
を
─
確
─
認
─
す
─
るとともに，学校の優れた取組や改善すべき課題

などを学校や設置者等が改めて認識できるような取組。学校教育法に規
定されている学校評価の一環として実施する，専門性を有するものによ
る
─
専
─
門
─
的
─
視
─
点
─
か
─
ら
─
の
─
評
─
価と，各学校と直接の関係を有しないものによる

─
異
─
な
─
る
─
立
─
場
─
か
─
ら
─
の
─
評
─
価。

○学校が自らの状況を客観視することが出来るようになり，課題や改善方
策が明確化し，学校の活性化につながることが期待できる。
○
─
教
─
育
─
委
─
員
─
会
─
等
─
の
─
取
─
組
─
状
─
況
─
に
─
対
─
す
─
る
─
専
─
門
─
的
─
立
─
場
─
か
─
ら
─
の
─
評
─
価
─
に
─
も
─
な
─
る。

○
─
自
─
己
─
評
─
価
─
や
─
学
─
校
─
関
─
係
─
者
─
評
─
価
─
が
─
効
─
果
─
的
─
に
─
実
─
施
─
さ
─
れ
─
て
─
い
─
る
─
か
─
ど
─
う
─
かを検証す

る役割も期待される。
○
─
学
─
校
─
と
─
そ
─
の
─
設
─
置
─
者
─
が
─
実
─
施
─
者
─
と
─
な
─
り
─
，
──
そ
─
の
─
責
─
任
─
の
─
下
─
で
─
必
─
要
─
で
─
あ
─
る
─
と
─
判
─
断
─
し

─
た
─
場
─
合
─
に
─
行
─
う。

○評価チームにおいては主たる責任者を明確にしておくことが望ましい。
○
─
具
─
体
─
的
─
な
─
実
─
施
─
体
─
制
─
に
─
つ
─
い
─
て
─
は
─
実
─
状
─
等
─
に
─
応
─
じ
─
て
─
柔
─
軟
─
に
─
対
─
応
─
す
─
る。３パター

ンを例示。
（ア）学校関係者評価の評価者の中に，学校運営に関する外部の専門家を

加え，学校関係者評価と第三者評価の両方の性格を併せ持つ評価を
行う。

（イ）例えば中学校区単位などの，一定の地域内の複数の学校が協力して，
互いの学校の教職員を第三者評価の評価者として評価を行う。

（ウ）学校運営に関する外部の専門家を中心とする評価チームを編成し，
評価を行う。

特性と意義

実 施 体 制

表４：第三者評価の概要（平成22年度版　27－34頁より抜粋）
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─
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運
─
営
─
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─
つ
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い
─
て
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─
門
─
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─
視
─
点
─
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─
ら
─
評
─
価
─
を
─
行
─
い
─
，
─
そ
─
の
─
結
─
果
─
を
─
踏
─
ま
─
え

─
，
─
学
─
校
─
運
─
営
─
の
─
改
─
善
─
に
─
つ
─
な
─
げ
─
る
─
た
─
め
─
の
─
課
─
題
─
，
─
改
─
善
─
の
─
方
─
向
─
性
─
等
─
を
─
提
─
示
─
す
─
る
─
こ
─
と
─
の

─
で
─
き
─
る
─
者
─
と
─
す
─
る
─
こ
─
と
─
が
─
適
─
当
─
で
─
あ
─
る。

○具体的には，次のような者の中から，
─
実
─
施
─
者
─
が
─
適
─
切
─
に
─
判
─
断
─
し
─
た
─
上
─
で
─
選
─
定

─
す
─
る
─
こ
─
と
─
が
─
必
─
要。

教育学等を専門とする大学教授等／校長経験者や指導主事経験者など，学校
運営に関与した経験のある者／（公立学校の場合は他の地方公共団体の）教
育委員会の指導主事・管理主事，他の学校の教職員等，学校の教育活動等に
造詣の深い者／学校運営に関連する知見を有する民間研究機関等（調査研究
機関，NPO法人等）の構成員／PTAや青少年団体など学校と地域の連携に
取り組んでいる団体の統轄団体の役員など，学校と地域の連携に関する知見
を有する者／組織管理に造詣の深い企業や監査法人等の構成員
○
─
実
─
施
─
者
─
が
─
定
─
め
─
る
─
評
─
価
─
項
─
目
─
・
─
実
─
施
─
方
─
法
─
に
─
基
─
づ
─
き
─
第
─
三
─
者
─
評
─
価
─
を
─
行
─
う。評価者

である有識者から第三者評価の実施についてアドバイスをもらう場合
は，評価者とは別の立場から行っているものと考える。
○実施者が学校や地域の実情及び自己評価や学校関係者評価の結果等を踏
まえて設定する。
○限られた日程で効果的な評価を実施するためには，評価項目を重点化す
ることが重要である。
○学校と設置者等の連携の状況についても評価の対象とすることが求められる。
○地域や学校の実情に応じ，例えば，運営改善のための専門的助言や，過
去の第三者評価を踏まえた評価（改善状況等のフォローアップ等）を行
うことも有効である。
○第三者評価において

─
ど
─
こ
─
ま
─
で
─
専
─
門
─
的
─
助
─
言
─
等
─
を
─
得
─
る
─
か
─
は
─
，
─
実
─
施
─
者
─
が地域・学校

の実情や評価者確保の状況などを踏まえて
─
判
─
断
─
す
─
る
─
こ
─
と
─
が
─
適
─
当
─
で
─
あ
─
る。

○取りまとめは，評価者が自ら責任を持って行う。
○評価結果のとりまとめに当たっては，優れた取組や今後の学校運営の改
善につなげるための課題や改善の方向性等について盛り込む。

─
専
─
門
─
家
─
に

─
よ
─
る
─
専
─
門
─
的
─
視
─
点
─
か
─
ら
─
の
─
評
─
価
─
な
─
ら
─
で
─
は
─
の
─
工
─
夫
─
を。

○評価対象校が評価結果を適切に理解し，その内容について納得できるよ
うにする。
○評価対象校への報告は，報告書を評価対象校に提出するなどして行う。

─
報
─
告
─
の
─
方
─
法
─
は
─
工
─
夫
─
を。

○評価結果は，
─
設
─
置
─
者
─
等
─
に
─
対
─
し
─
て
─
も
─
報
─
告
─
す
─
る
─
こ
─
と
─
が
─
望
─
ま
─
し
─
い。

○学校は，評価結果について保護者等が理解しやすい形で積極的に説明や
情報提供をしていくことが望まれる。ただし，広く公表することについ
ては，個人情報保護の観点や学校の序列化助長の可能性等に留意して慎
重に取り扱うことが望まれる。
○設置者等は，評価結果を踏まえて，学校の支援や必要な改善措置を講ず
ることが求められる。

評　価　者

評価項目

専門的助言

結果の
取りまとめ

結果の
取り扱い



また第三者評価の評価項目として例示されているものは，第三者評価に期待さ

れている効果・取組（学校改善への助言，評価システムの充実，教育委員会への

評価，評価自体の評価）に応じ，授業等の状況，指導・管理の状況といういわば

現場でのパフォーマンスだけでなく，それを支える組織運営の状況（学校の組織

運営の状況／学校と設置者の連携の状況／目標設定と自己評価の状況／学校関係

者評価の状況）や家庭・地域との連携協力の状況（学校に対する児童生徒・保護

者の意見・要望等の状況／学校に関する情報提供の状況／保護者・地域社会との

連携の状況）となっている。

４．学校評価の研究動向

（１）学校評価研究の全体的動向

学校評価研究は，まず大きく①日本を対象とするものと②海外を対象とするも

のに分けられる。後者は主に，わが国において，外部評価の仕組み導入を含め，

学校改善につながる学校評価システム開発のため，イギリス(11)，アメリカ(12)，ド

イツ(13)，オーストラリア(14)，ニュージーランド(15)などの先進的な評価制度システ

ムを分析したものである。

上記政策の中でシステム整備が進展している国内の学校評価についての研究は，

①よりよい学校評価システム・手法の開発を企図し，評価（事例）の効果・課題

を明らかにするもの(16)，②学校改善を導いたツールとして学校評価の取組事例を

分析しその効果と課題を明らかにするもの(17)，③学校評価の普及，あるいはそこ

から進展した学校改善の展開過程における評価実践者の役割に焦点を当てこれを

明らかにするもの(18)，④①～③を包含するもの(19)に分けられる。

いずれの研究においても，学校評価の効果・課題を把握する視点として「自己

評価－他者評価」（誰が評価するか），「学校経営評価－学校教育評価」（何を評価

するか），「改善のための評価－基準に合わせる評価」（何のための評価をするか）

の３つの対概念(20)が内包されており，説明責任の遂行や学校の外部統制のためだ

けではなく，学校をよりよくしていくためには評価システムがどう構成され，あ

るいはそのシステムが学校改善にどのように寄与したのかを明らかにするという

点に共通性がある。また，近年の研究の特徴として，論文執筆者が，何らかの形

で評価・改善事例に実践者として関わっているという点が挙げられる。
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（２）先行研究における第三者評価に関する議論

上記のように類別できる評価研究の中で，日本の第三者評価についてどのよう

な議論が展開されてきたかについてみていく。

実際にわが国で実施されている第三者評価について，高妻（2010）は日本の第

三者評価が当初イギリス型のモデルをアレンジして試行されたが，イギリスの視

学官が「評価行為に徹する」存在であるのに対して，日本では「学校経営上の助

言，あるいは地域とのかかわり方に関するノウハウの提供等を評価チームに臨む」

傾向が強いとし，単なる評価事業に留まらない学校へのアドバイス機能の強化を

求めると共に，そのための「学校が受容しうる評価チームの専門性」の構築が不

可欠であるとする(21)。原（2010）も第三者評価は監査的なものではなく「「学校

が元気になる」ための課題を見いだし，改善の方策を明らかにし……評価委員は

「学校の応援団」」のような存在であるとしている(22)。奈良県におけるアドバイザ

リー制度がもつ第三者評価的機能について論じた松井（2010）は同制度がもつ評

価の透明性・客観性，信頼性の高さを明らかにした上で，「診断（評価）結果を踏

まえ，長期的なスパンの中で改善に向けての工程を明確にし，取組を促すシステ

ムとして機能している」と述べる。

矢掛町における第三評価の開発プロセスと学校での評価事例について取り上げ

た諏訪・福本他（2011）では，まず取組の成功要因として以下の３点を挙げてい

る。すなわち①「学校改善を促すための第三者評価」という理念が開発者間で共

有されたこと（学校間の競争をあおるのではなく各校の教育実践の方向性を見る

ことを基本理念して学校改善を促すことを重視），②多様な立場・視点を持つ評価

者による独自の専門家評価モデルを示したこと（地域住民＝地域の専門家，地域

の元教育関係者＝地域事情に精通した教育の専門家，民間企業退職者＝民間の企

業経営の視点を有した専門家，教育学研究者＝その地域と無関係な教育専門家等

により評価チームを編成することで，多様な立場・視点による評価を可能とした），

③矢掛町にとって「よい第三者評価とは何か」という基本姿勢に基づいてシステ

ム開発（地域性・学校・教育行政の３つの視点に立つ／町の実態に即した評価項

目・基準を開発／町にふさわしい評価手法および結果の報告方法を開発）をした

ことである。一方課題としては，①ノウハウの蓄積だけではなく，評価が改善に

対し，実際どのように寄与したのかを継続的に検証すること，②実施体制の継続

（経済的コスト，評価委員の確保，実施サイクル等の検討が必要），③評価精度の
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向上が示されている(23)。

第三者評価における研究者の位置づけ・役割については，たとえば木岡（2004）

が，自身の品川区での実践から①「専門的知識の提供と問題構造の分析」，そして

②外部評価者から示される「意見や問題指摘を踏まえて……改善点や企画案を集

約する」こと，③「学校として引き受けられない過剰な期待・要望に対して，外

部評価者の納得が得られるように説明すること」が，つまり「第三者として，な

るたけ客観的に，中立的に事態を捉え，なおかつ教育の専門家として，教育法規

を踏まえながら，学校にとって可能な方策を引き出すことが外部評価委員長とし

ての」役割であったと振り返っている(24)。

５．考察─第三者評価と学校改善

（１）学校評価の変化─学校組織内外の変化と評価機能の拡大

学校評価が，単に教育サービス提供における費用の圧縮や説明責任の強化とい

った外部からの統制システムとして捉えることが難しいことは既述したが，これ

に加え，他政策との連動にも見られるように，「保護者，地域住民を参加させよう

という制度」が学校評価システムの中に組み込まれるようになるという「学校評

価システムに対する過大な機能期待」が起きている(25)。

このような動きは，「学校内部の組織化を促すにとどまらず，開放的で双方向的

なガバナンスを指向」するものであるといえる(26)。これは，いわば「逆パノプテ

ィコン」(27)の発生によって学校の課題を解消しようとした政府・経済界に対し，評

価システムも組み込んだオープンガバメント(28)を学校に展開することで，保護

者・地域が「学校の評価者（Evaluator）」から「学校の支援者（Supporter）」，

「学校のパートナー（Partner）」として位置づけられるようになったことを示して

いる(29)。すなわち，従来の学校（ガバナンス）を評価する主体として位置付いて

いた保護者・地域が，自身，学校ガバナンスを構成する主体となる。学校関係者

評価が自己評価の客観性・透明性を高めると共に，学校・家庭・地域が学校の現

状と課題について共通理解を深め，相互の連携を促すコミュニケーション・ツー

ルとして指向されていることは，その現れであろう。学校組織内外の変化とそれ

に伴う評価機能の拡大（あるいは，従来期待されていた機能の相対的縮小）の中，

では第三者評価はどう展望されるだろうか。
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（２）学校評価における第三者評価の展望と課題

第三者評価は，自己評価や学校関係者評価に加え，学校評価全体を充実する観

点から評価を行い，学校の優れた取組や今後の学校運営の改善につなげるための

課題や改善の方向性を提示するものであった。つまり，評価システム全体が包含

を目指す機能の中でも自己評価と学校関係者評価では充足することが難しい機能

を担うものが，第三者評価であるということになる。ガイドラインの内容やこれ

までの議論を概括すれば，それは評価の「専門性」と「第三者性」の確保，さら

には評価だけに留まらない専門的な助言機能であると考えられる。

ガイドラインにおける第三者評価の評価者（表４：評価者の欄を参照）から鑑

みるに「専門性」は学校運営に関する専門性，学校教育活動に関する専門性，学

校と地域との連携に関する専門性，組織管理に関する専門性など多岐に渡り，具

体的な評価項目についても同様である。助言についても同様の専門性が求められ

ると考えられる。諏訪・福本他（2011）の研究においても，多様な立場・経験を

持つ評価者がチームを構成することが，取組の成功要因の１つとなっていた。他

方，自己評価においては各学校の「教職員の専門性」に基づく評価が実施されて

いる。現場と第三者それぞれの専門性を生かし，複眼的な視野に基づいた具体的

な学校改善活動へと評価をつなげることが重要であると考えられる。

一方，評価における「第三者性」であるが，これはたとえば上述した，学校ガ

バナンスの拡大と学校関係者評価の機能の相対的縮小によりその必要性が位置づ

いている。つまり「学校に対する緩やかな抑制─均衡機構として「学校関係者評

価」を，さらに学校と学校関係者評価による学校ガバナンスに対する抑制─均衡

機構として「第三者評価」を位置づけ」(30)ることができる。ただ，評価過程にお

ける現場との関わりの中で，評価者の「第三者性」が弱まっていく可能性（一方

でそれが，現場の実状に根ざした第三者評価の充実を導く可能性）もあると考え

られる。「利害関係者」という外部と「学校と直接関係を有しない」外部の保障で

きる「客観性」の差異（の有無），あるいは，それぞれが学校改善にもたらすこと

の出来る効果について検証が重要となろう。

先行研究においては，単に評価や助言を行うのではなく，その過程で学校現場

との関係性が築かれていくこと等，いわば第三者評価の副次的機能も確認できた。

このように，学校改善につなげるという意味では，第三者評価における専門性や

助言機能は重要性を帯びるが，一方，これが第三者評価として（あるいは学校評
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価）として実施される理由はどこに存するのか。特に，評価者としての研究者の

営みは，たとえば臨床的アプローチにいう「実践的な支援」(31)とどう質的に異な

り，あるいはどのような利点が認められるのであろうか。

また，第三者評価が学校改善にどう資するかを考える際，第三者評価の機能と

共にそれが果たしうる「学校改善」が一体何を指すのかを明確にすることが重要

となる。いずれその最終地点が，学校の営為，すなわち教授学習活動の質向上へ

とつながるものではあろうが，そこへと到達するルートは様々である。いずれに

しても，「学校との関係の強さ－弱さという一元的な軸に基づくのではなく……

（１）教育上の専門性をどのように措定するか，また，（２）学校教育の当事者性

をいかに担保するか，という２つの次元に対応して」(32)，第三者評価システムが

構築されることが必要となろう。
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